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「 主 張 」 第 ６ 回  

「 自 動 運 転 時 代 に 向 け た 自 賠 責 保 険 の 改 革 」  

 

 昭 和 ３ ０ 年（ １ ９ ５ ５ 年 ）に 誕 生 し た 自 賠 責 保 険（ 自 動 車 損

害 賠 償 責 任 保 険 ）は 今 年 で 満 ７ ０ 歳 を 迎 え る 。そ の 年 、我 が 国

の 自 動 車 保 有 台 数 は １ ５ ０ 万 台 を 超 え 、 モ ー タ リ ゼ ー シ ョ ン

の 入 り 口 段 階 に あ っ た 。一 方 、自 動 車 保 険 の 普 及 は 進 ん で お ら

ず 、営 業 用 乗 用 車（ ハ イ ヤ ー 、タ ク シ ー ）で す ら 対 人 賠 償 の 普

及 率 は ５ ０ ％ に も 満 た な い 時 代 で あ る 。 一 般 の 乗 用 車 の 普 及

率 に 至 っ て は ３ ０ ％ 未 満 で あ る 。  

自 賠 責 保 険 の 誕 生 に は Ｇ Ｈ Ｑ（ 連 合 国 最 高 司 令 官 総 司 令 部 ）

の 要 請 が あ っ た と 伝 え ら れ て い る が 、当 時 の 運 輸 省（ 現 国 土 交

通 省 ）と 大 蔵 省（ 現 金 融 庁 ）は 社 会 保 険 的 な 自 賠 責 保 険 と い う

独 特 の 商 品 を 考 案 す る 。 保 険 料 水 準 を 極 力 抑 制 す る た め ノ ン

プ ロ フ ィ ッ ト（ 利 益 な し ）で 民 間 損 保 や 共 済 に そ の 運 営 を 委 託

す る 一 方 、対 人 賠 償 だ け に 補 償 を 限 定 し 、対 物 賠 償 は 強 制 保 険

の 対 象 か ら 除 外 し た の で あ る 。   

誕 生 当 時 の 支 払 限 度 額 は 、死 亡 補 償 が ３ ０ 万 円 、傷 害 補 償 は

１ ０ 万 円 で あ っ た 。 そ れ が 現 在 で は 死 亡 補 償 は ３ ０ ０ ０ 万 円

（ 後 遺 障 害 事 案 は ４ ０ ０ ０ 万 円 ）、傷 害 補 償 は １ ２ ０ 万 円 ま で

に 充 実 し て い る が 、 自 賠 責 保 険 制 度 の 骨 格 部 分 は ７ ０ 年 間 ま

っ た く 変 わ っ て い な い 。  

国 土 交 通 省 は 、２ ０ １ ８ 年 ３ 月 に『 自 動 運 転 に お け る 損 害 賠

償 責 任 に 関 す る 研 究 会 』の 報 告 書 を 取 り ま と め て い る 。こ の 報

告 書 で は 、“ レ ベ ル ４ ” の 自 動 運 転 時 代 ま で は 現 行 の 自 賠 法 と

そ の 法 に 基 づ く 自 賠 責 保 険 に つ い て は 、「 改 正 の 必 要 は な い 」、

と の 結 論 に 至 っ て い る 。  

 

筆 者 は こ の 結 論 に 強 い 違 和 感 を 覚 え て い る 。 理 屈 か ら 言 え



ば 、“ レ ベ ル ４ ”で 改 正 の 必 要 が な い の で あ れ ば 、 “ レ ベ ル ５ ”

で も 改 正 の 必 要 は な い か ら で あ る 。  

現 在 、米 国 や 中 国 で は“ レ ベ ル ４ ”の ロ ボ タ ク シ ー（ 無 人 運

転 ）が 普 及 期 に 入 っ て い る 。我 が 国 で も 来 年 に は ロ ボ タ ク シ ー

が 導 入 さ れ る 見 通 し だ 。 米 国 の ウ ェ イ モ に よ る ロ ボ タ ク シ ー

の 事 故 を 調 査 し た ス イ ス 再 保 険 の 報 告 に よ れ ば 、 そ の 事 故 発

生 率 は 一 般 ド ラ ー バ ー よ り も ９ 割 程 度 も 低 い 。  

交 通 事 故 リ ス ク が ヒ ト か ら ク ル マ に 移 行 す る 本 格 的 な 自 動

運 転 時 代 の 到 来 を 見 据 え 、 自 賠 責 保 険 と 自 動 車 保 険 を 一 括 し

て 、 次 の よ う な 角 度 か ら 抜 本 的 に 改 革 す べ き で あ る 。  

 

１ .  「 二 階 建 て 」 制 度 の 廃 止  

諸 外 国 の 交 通 事 故 被 害 者 救 済 制 度 を 調 査 し て み る と 、 我 が

国 の よ う な「 二 階 建 て 」制 度 を 採 用 し て い る の は 、我 が 国 以 外

で は 中 国 と 台 湾 だ け で あ る 。 同 じ 制 度 を 採 用 し て い た 韓 国 は

１ ９ ９ ０ 年 代 に は こ の 制 度 を 廃 止 し 、 民 間 保 険 の 強 制 保 険 化

に 移 行 し て い る 。  

 

２ ． 強 制 保 険 の 補 償 対 象 範 囲 の 対 物 事 故 ま で の 拡 大  

自 動 運 転 時 代 が 到 来 す る と 、 被 害 者 側 が 事 故 を 起 こ し た 自

動 運 転 車 メ ー カ ー な ど の 過 失 責 任 を 追 求 す る こ と は 不 可 能 に

近 く な る 。自 動 運 転 自 動 車 は 最 先 端 テ ク ノ ロ ジ ー の 塊 で あ り 、

運 行 デ ー タ な ど の「 基 礎 的 デ ー タ 」は 自 動 車 メ ー カ ー 等 が 独 占

的 に 所 有 し て い る か ら で あ る 。  

 

諸 外 国 の 状 況 を 調 査 す る と 、対 人 賠 償 同 様 、対 物 賠 償 も 強 制

保 険 の 対 象 に 加 え る 国 が 多 い 。 我 が 国 で も 対 物 賠 償 を 強 制 保

険 の 対 象 に 加 え 、 そ の 迅 速 な 事 故 処 理 を 期 す べ き で あ る 。  

（ ト ム ソ ン ネ ッ ト Ｓ Ｂ Ｐ ： 鈴 木 治 ）  


